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船舶事故調査報告書 

 

平成２５年１０月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２５年２月２７日 １９時３０分ごろ～２月２８日 ００

時２０分ごろの間） 

発生場所 不明（長崎県島原市所在の島原灯台から真方位１２６°２.１海里

（Ｍ）付近～同灯台から真方位０５３°５.２Ｍ付近の間） 

事故調査の経過  平成２５年３月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長Ａからの意見聴取は、本人が本事故で死亡

したため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 喜
き

久
く

丸、７.８３トン 

   ＮＳ２－１００１６（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９９ｍ（Lr）×２.９７ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和５６年３月２１日 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ６６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年２月１８日 

  免許証交付日 平成２１年１１月１６日 

         （平成２７年３月７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長Ａ） 

 損傷 プロペラ軸に曲損、同軸ブラケット取付部に破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、小型底びき網漁のため、平成２５

年２月２７日１５時ごろ島原市島原港を出港した。 

 僚船（以下「Ｂ船」という。）の船長は、島原港北北西方の島原市

島原新港東方沖で北進してえい
．．

網中、Ａ船が、Ｂ船の前方をえい
．．

網し

て島原新港北東方２Ｍ付近で揚網した後、１９時３０分ごろＢ船の近

くを南南東進するところを視認した。 

 Ａ船は、２８日００時２０分ごろ、島原灯台から０５３°（真方

位、以下同じ。）５.２Ｍ付近において、のり養殖施設に無人の状態で

進入しているところをのり網の所有者に発見され、海上保安庁へ通報

された。 

 Ａ船は、２８日午前中、僚船により、のり養殖施設から引き出さ

れ、島原港までえい
．．

航された。 
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 操業中の漁船の乗組員は、８月１７日島原港東方８㎞付近で漂流遺

体を発見し、警察署に通報した。 

 漂流遺体は、巡視艇に収容されて病院に運ばれた後、溺死と検案さ

れ、ＤＮＡ鑑定の結果、船長Ａであることが確認された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 Ａ船が行う小型底びき網漁は、約４～５ノット（kn）の半速力で左

回りに小さく旋回しながら、左舷側から網及び網口を広げるための桁

の投入を行い、桁の両端につながっている股綱を船尾両舷のたつ
．．

から

順次放して繰り出し、約９knの全速力にして引き綱を繰り出した後、

半速力に落とし、約３～４時間えい
．．

網するものであった。 

 Ａ船は、発見時、機関のクラッチレバーが前進及び操縦レバーが半

速力の位置にあり、プロペラにのり網のロープを巻き込んで機関が停

止し、舵は中央となっており、外板に衝突痕等は認められなかった。 

 Ａ船は、発見時、ＧＰＳプロッター（日本測地系）等の計器類が作

動した状態であり、ＧＰＳプロッターには航跡が残されていた。 

 Ａ船は、発見時、左舷船尾側のたつ
．．

に股綱が引っ掛かっており、網

及び桁は左舷船尾の船外に出ていた。 

 Ａ船のＧＰＳプロッターに残されていた本事故当時の航跡によれ

ば、Ａ船は、島原港を出港して南東進し、島原灯台南東方沖２.５Ｍ

付近で左転した後、北進及び北北西進を行い、島原新港北東方２Ｍ付

近で反転して南南東進していた。Ａ船は、その後、島原灯台から１２６°

２.１Ｍ付近で左転を行い、左回りに小さく旋回した後、不規則に左

回りに旋回しながら、北進及び東進し、島原灯台から０５３°５.２

Ｍ付近で停止した。 

 Ａ船は、ふだん、次の網を入れてえい
．．

網中、船長Ａが前の網の漁獲

物を選別していたが、発見時、甲板上にあった漁獲物は選別されてい

なかった。 

 船長Ａは、固形式の救命胴衣が船内に残っており、救命胴衣を着用

していなかった。 

 Ａ船の操舵室には、発見時、船長Ａの防水型携帯電話があった。 

（写真１ のり網のロープを巻き込んだプロペラの状況、写真２ Ｇ

ＰＳプロッターの航跡１、写真３ ＧＰＳプロッターの航跡２、写

真４ ＧＰＳプロッターの航跡３ 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長Ａは、溺死した。 

 Ａ船は、２７日１９時３０分ごろ島原新港東方沖で南南東進してい
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るところを目撃された後、２８日００時２０分ごろ、島原灯台から

０５３°５.２Ｍ付近において、網及び桁が船外にあり、のり養殖施

設に無人の状態で進入しているところを発見されたことから、この間

において、島原灯台南東方沖で小型底びき網漁の投網を行った後、船

長Ａが落水したものと考えられるが、落水した状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

 Ａ船は、発見された際、機関のクラッチレバーが前進及び操縦レバ

ーが半速力の位置にあって舵は中央の位置にあり、左舷船尾側のたつ
．．

に股綱が引っ掛かっており、網及び桁が左舷船尾の船外に出ていたこ

と、また、島原灯台から１２６°２.１Ｍ付近で左回りに旋回した

後、不規則に左回りに旋回しながら、北進などをしていたことから、

島原灯台から１２６°２.１Ｍ付近で投網を行ったものと考えられ

る。 

 船長Ａは、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状

況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が島原灯台南東方沖で小型底びき網漁の投網

を行った後、船長Ａが落水したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業中は救命胴衣の着用を徹底するとともに、適切な着用を心掛

けること。 

 ・緊急時に救助要請ができるよう、防水型の携帯電話を常時携帯す

ることが望まれる。 
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写真１ のり網のロープを巻き込んだプロペラの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ ＧＰＳプロッターの航跡１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北進した後、北北西進していた航跡（白線） 

南南東進してい

た航跡（白線） 

左転した後、左回りに小さく旋

回していた場所（①） 

停止していた場所（②） 

 

 

島原灯台 

南東進していた

航跡（白線） 
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写真３ ＧＰＳプロッターの航跡２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ ＧＰＳプロッターの航跡３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左転した後、左回りに小さく旋回し

ていた場所（①付近を拡大）：島原灯

台から１２６°２.１Ｍ付近 

北進していた航跡 

南南東進していた航跡 

停止していた場所（②付近を

拡大）：島原灯台から０５３°

５.２Ｍ付近 


